
 

 

 第２部 そ の 他 

 

 第１ 大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に  

    必要な資格及び資格審査の申請の時期…………………… 26 

  第２ 大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に  

    必要な資格及び資格審査の申請の時期の特例…………… 30 

  第３ 令和７年度の建設工事競争入札参加資格の決定に関する 

格付基準……………………………………………………… 31 

 第４ 大分県公共工事競争入札参加随時認定資格審査申請要領 38 

  第５ 大分県が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札 

    参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領… 41 

 第６ 業種別技術職員コード表…………………………………… 49 

 第７ 申請等に関する問い合わせ先……………………………… 53 



大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加 

する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期 
 
                           昭和 39 年  6 月 19 日大分県告示第 481 号 
                       最終改正 令和 元年  8 月 6 日大分県告示第 136 号 

  
  大分県契約事務規則（昭和 39 年大分県規則第 22 号）第 19 条及び第 30 条の規定に基づき、大分県が

発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期等について、次

のように定める。 
第１ 競争入札参加者の資格 
 １ 競争入札参加資格の資格審査（以下「資格審査」という。）を申請できる者は、建設業法（昭和

24  年法律第 100 号）第 27 条の 23 第 1 項の規定により資格審査を申請する年度の 10 月 1 日の属する 

 営業年度の直前の営業年度の末日を審査基準日とする経営事項審査を受け、同法第 27 条の 29 第 1 
 項の総合評定値を請求している者とする。ただし、知事が適当と認めた者についてはこの限りでは 

 ない。 
 １の２ 土木及び建築工事のＡ、Ｂ、Ｃ及びＤの 4 等級に、電気工事、管工事及びほ装工事のＡ、Ｂ 

 及びＣの 3 等級に格付けされた者は、次の表の工事の種類及び金額に応じて競争入札に参加するこ 

 とができる資格を有する者とする。ただし、その他の工事にあっては、工事の種類に応じ、資格の 
 
  認定を受けたものとする。 

種類 
  
等級 

 
土 木 工 事 

 

 
建 築 工 事 

 

電 気 工 事 
 

及 び 管 工 事 

 
ほ 装 工 事 

 

 

Ａ級 

 

設計金額 4,000 万円 

 

以上 

設計金額 7,000 万円 

 

以上 

設計金額 1,000 万円 

 

以上 

設計金額 400 万円 

 

以上 

 
 
Ｂ級 

 

 

設計金額 2,000 万円 
以上 

 

〃   4,000 万円 
未満 

設計金額 3,000 万円 
以上 

 

〃   7,000 万円 
未満 

設計金額  500 万円 
以上 

 

〃   1,000 万円 
未満 

設計金額 100 万円 
以上 

 

〃   400 万円 
未満 

 
 

Ｃ級 
 
 

設計金額 800 万円 
以上 

 
〃   2,000 万円 

未満 

設計金額 1,000 万円 
以上 

 
〃   3,000 万円 

未満 

 
設計金額  500 万円 

 
未満 

 

 
設計金額 100 万円 

 
未満 

 

 

Ｄ級 

 

設計金額 800 万円 

 

未満 

設計金額 1,000 万円 

 

未満 

 

         

 

 

 

 

 
 １の３ 工事の規模又は特性により、当該工事の競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があ 

 ると認めるときは、前項の規定により資格の格付け又は認定を受けた者につき、更に、当該入札に 

 参加する者の事業所の所在地又はその者の当該工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等 

 に関し必要な資格を定め、当該資格を有する者に限り入札に参加させることができる。 
 １の４ 指名競争入札について特に必要があると認めるときは、当該等級の格付けにかかわらず、そ 

 の金額に対応する等級の直近上位又は直近下位の等級に係る工事の入札に参加させることができ  

 る｡ただし、その数は、指名しようとする数の 10 分の 4 を超えることができないものとし、土  

 木工事のＢ級にあっては 7 千万円、建築工事のＢ級にあっては 1 億円、電気工事及び管工事の  
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Ｂ級にあっては千 2 百万円、舗装工事のＢ級にあっては 8 百万円をそれぞれ超えることができ  な

いものとする｡ 
 ２ 次の各号の一に該当する工事については、当該等級の格付けにかかわらず、その金額に応ず 

 る等級以下の等級に係る工事の競争入札の参加を認めることができる。 
   (1) 災害復旧等で緊急又は短期間に完成する必要がある工事 
   (2) 特定の機械を必要とする工事 
   (3) 特別な技術を必要とする工事 
   (4) 事業計画により次年度以降に大規模工事を発注することが予想される工事 
   (5) 大規模工事に密接な関連のある小規模工事で、当該大規模工事を施行した業者に施行させる 

  ことが適当と認められるもの 
 ３ 特殊専門工事については、特に必要があると認めた場合に限り、当該工事に係る資格の格付 

 け又は認定を受けない者であっても、当該工事の競争入札に参加する資格を与えることができ  

る。 
 ４ 競争入札に参加する資格を得ようとする者の等級の格付け又は資格の認定は、次に掲げる事 

 項を審査することにより行う。 
   (1) 建設業法第 27 条の 23 第 1 項の経営事項審査の項目及びこれらについての結果 
   (2) 工事経歴 
   (3) 工事成績 
   (4) 建設業法第７条第 2 号イ、ロ若しくはハ又は第 15 条第 2 号イ若しくはハに当該する職員の数 
   (5) 信用度 
   (6) その他知事が必要と認める事項 
 ５ 県内に本店を有する競争入札参加者の資格の有効期間は、資格審査結果を通知した日から当  

   該通知をした日の属する年の翌々年の 3 月 31 日までとする。ただし、引き続き次々年度分の資 

 格審査申請書を提出した者については、その結果を通知した日までとする。 
 ５の２ 県外に本店を有する競争入札参加者の資格の有効期間は、資格審査結果を通知した日か 

  ら当該通知をした日の属する年の翌々年の 3 月 31 日までとする。ただし、引き続き次々年度分 

 の資格審査申請書を提出した者については、その結果を通知した日までとする。 
 ５の３ 第１の５及び５の２の規定にかかわらず、第２の１の２の規定により資格審査を申請し  

   た者の資格の有効期間は、知事が別に定める。 
 
第２ 競争入札参加資格審査申請書の申請の時期及び方法 
 １ 定期の競争入札参加資格審査申請書の申請の時期は、令和元年 12 月 1 日から令和 2 年 1 月 31 
 日を最初の期間とする隔年ごとの 12 月 1 日から翌年 1 月 31 日までとする。 
 １の２ 随時の競争入札参加資格審査申請書の申請の時期は、知事が別に定める期間とする。 
 ２ 資格審査を受けようとする者は、競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添付して 

 知事に提出しなければならない。 
   (1) 建設業許可証明書又は許可通知書の写し 
   (2) 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し 
   (3) 県外に本店を有する者にあっては営業所一覧表及び工事経歴書 
   (4) その他知事が指定する書類 
 
第３ 競争入札参加者の資格の承継 
 １ 競争入札参加者の資格を有する者から、相続、合併、営業譲渡等により営業の一切を承継し 

 た者は、知事の承認を得て当該競争入札参加者の資格を承継できるものとする。 
 ２ １により競争入札参加者の資格を承継しようとする者は、速やかに、競争入札参加資格承継 

 承認申請書に次の書類を添えて知事に提出しなければならない。 
  (1) 営業の一切を承継したことを証する書類 
  (2) 建設業の許可通知書の写し 
 ３ 知事は、２の申請書の提出があった場合において、競争入札参加者の資格の承継を認めると  

   きは、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。 
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第４ 事業協同組合の特例 
  競争に参加する資格を得ようとする事業協同組合（中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 
 号)に基づく事業協同組合で、建設業法第 3 条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公 

需適格組合の証明を受けているものをいう。）について、知事は、第１の４の資格審査事項に応じ 

て別に定めるところにより、等級の格付け又は資格の認定をするものとする。 
 
第５ 企業合同の特例 
  競争入札参加者の資格を有する者が企業合同した場合において、引き続き大分県が発注する工 

事の競争入札に参加しようとするときは、第２に定める期日にかかわらず、すみやかに競争入札 参

加資格審査申請書及び添付書類を知事に提出し、その審査を受けなければならない。この場合 にお

いて、知事は、第１の４の資格審査事項に応じて別に定めるところにより、等級の格付け又 は資格

の認定をするものとする。 
 
第６ 共同企業体の特例 
  競争入札参加者の資格を有する者は、知事が別に定めるところにより、共同企業体を結成して 

当該共同企業体の競争入札参加資格を得ることができる。 
 
第７ 変更時の届出 
 １ 資格審査を申請した者又は競争入札参加者の資格を有する者で、県外に本店を有するものが、 

 建設業法第 12 条（第 17 条において準用する場合を含む。）各号の一に該当することとなったと 

 きは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、知事に届けなければならない。 
 ２ 競争入札参加者の資格を有する者で県外に本店を有するものは、当該競争入札参加者の資格 

 の有効期間中に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく知事に届け出なければならな  

い。 
   (1) 商号又は名称 
   (2) 営業所の所在地及び名称 
   (3) 代表者又は代理人の氏名 
   (4) 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し 
 
第８ 資格の取り消し等 
 １ 資格審査を申請した者が、次の各号の一に該当するときは、資格の格付け又は認定を行わない 

 ことができるものとする。 
  (1) 競争入札参加資格審査申請書若しくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載をし、又は 

  それらに重要な事実の記載をしなかったとき。 
  (2) 経営規模等評価申請書、経営状況分析申請書及び総合評定値請求書又はその添付書類に虚偽 

  の記載をしてこれを提出し、結果の通知を受けたとき。 
   (3) 審査を行う過程又は審査の結果において、暴力団関係者（暴力団員（暴力団員による不当な 

  行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。  

   以下同じ。）、暴力団（同法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力 

     団員と交わりを持つ者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し若しくは利用していると認 

    められる企業若しくは団体をいう。以下同じ。）である等競争入札参加者の資格を与える者と  

    して不適当であることが判明したとき。 
 ２ 競争入札参加者の資格を有する者が、次の各号の一に該当するときは、資格の取消し又は等級 

  の格下げをすることができるものとする。 
   (1) 建設業法 3 条の規定による許可が効力を失ったとき。 
   (2) 有効な経営事項審査の結果の通知を受けていないとき。 
   (3) 請負契約の履行について不誠実な行為をしたとき。 
   (4) 前３号に掲げるもののほか、暴力団関係者である等競争入札参加者の資格与える者として不 

  適当であることが判明したとき。 
 １ ２の規定により競争入札参加者の資格を取り消したとき又は等級の格下げをしたときは、その 
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  旨を当該競争入札参加の資格を有する者に通知するものとする。 
 
 
 
 
 
 附則 
 １ この告示は、令和元年 8 月 6 日から施行する。 
 
改 正 
 昭和 40 年 3 月 19 日告示第 148 号 昭和 60 年 7 月 1 日告示第 851 号 
 昭和 43 年 8 月 6 日告示第 481 号 昭和 61 年 7 月 1 日告示第 862 号 
 昭和 44 年 2 月 14 日告示第 92 号 昭和 62 年 11 月 17 日告示第 1386 号 
 昭和 47 年 6 月 23 日告示第 466 号 昭和 63 年 6 月 20 日告示第 843 号 
 昭和 48 年 12 月 18 日告示第 928 号 昭和 63 年 8 月 23 日告示第 1057 号 
 昭和 51 年 5 月 28 日告示第 517 号 平成 5 年 1 月 26 日告示第  91 号 
 昭和 52 年 9 月 30 日告示第 880 号 平成 5 年 3 月 16 日告示第 275 号 
 昭和 53 年 4 月 18 日告示第 397 号 平成 7 年 4 月 1 日告示第 464 号 
 昭和 54 年 4 月 24 日告示第 467 号 平成 16 年 2 月 27 日告示第 223 号 
 昭和 55 年 8 月 19 日告示第 934 号 平成 17 年 12 月 13 日告示第 1245 号 
  昭和 56 年 5 月 15 日告示第 546 号                  平成 23 年 9 月 2 日告示第  713 号 
  昭和 60 年 2 月 1 日告示第 116 号                  令和元年 8 月 6 日告示第  136 号 
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   ○大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格    

    及び資格審査の申請の時期の特例 

 

平成２０年３月３１日 大分県告示第２２４号 

 

 

 大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の

申請の時期（昭和 39 年大分県告示第 481 号）に関し、競争入札参加資格者の資格の特例

を次のように定める。 

 

 （競争入札参加者の資格の特例） 

第１ 合併、会社分割又は営業譲渡（以下「合併等」という。）により、競争入札参加 

者の資格の再認定（以下「再認定」という。）の手続を行い、新たに競争入札参加資 格

の等級の格付けを受けた者（以下「合併等をした者」という。）は、大分県が発注 す

る工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期第 １

の１の２本文の規定にかかわらず、合併等をした者が有する等級又はその直近下位 の

等級に係る競争入札に参加することができる資格を有するものとする。 

 

 （資格の特例となる合併等） 

第２ 第１の競争入札参加者の資格の特例の対象となる合併等は、競争入札参加資格の 

等級の格付け（最下位等級への格付けを除く。）をされた業種が同一である競争入札 参

加資格者（県内に建設業法上の主たる営業所を有する者に限る。）が行う合併等と す

る。 

 

 （資格の特例期間） 

第３ 第１の規定による合併等をした者の資格の特例は、再認定により新たに格付けを 

受けた日から３年を経過した日の属する年度の末日まで効力を有するものとする。 

 

 （再認定） 

第４ 再認定の手続については、知事が別に定めるものとする。 

 

 

附 則 

 この告示は、平成２０年４月１日から施行する。 
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大分県公共工事競争入札参加随時認定資格審査申請要領 

 

１ 資格審査を申請できる者及び業種 

次の（１）から（７）の要件を全て満たす者及び業種であることとし、資格審査は、原則として建

設業法第２７条の２９の規定に基づく総合評定値の請求（以下、「総合評定値請求」という。）を行

い、総合評定値の通知（以下、「総合評定値通知」という。）を受けた業種と同一の業種について行

うこととする。 

（１）建設業法の規定により申請書提出日現在において、大分県内に本店を有している国土交通大臣又

は大分県知事の許可を受けている者及びその業種 

（２）申請書提出日現在において、直近の１２月１日から１月３１日の間を受付期間とする大分県公共

工事競争入札参加資格審査申請と同一の期間を審査基準日とする総合評定値通知を国土交通大臣

又は大分県知事から受けている者及びその業種 

（３）大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期

（昭和 39 年大分県告示第 481 号）第 8 の 1 の(3)及び第 8 の 2 の(4)で定める暴力団関係者に該

当しない者  

（４）社会保険等の適用事業所において、適用除外承認を受けている場合を除き、申請書提出日現在に

おいて必要な「健康保険」、「厚生年金保険」及び「雇用保険｣すべてに加入している者 

（５）地方自治法施行令第 167 条の４第１項の規定に該当しない者 

（６）直近の１２月１日から１月３１日の間を受付期間とする大分県公共工事競争入札参加資格審査申

請を行っていない者 

（７）申請書提出日現在において大分県公共工事競争入札参加資格を有していない者 

 

２ 審査基準日 

大分県公共工事競争入札参加随時認定資格審査申請における審査基準日は次のとおりとする。 

第１回 ３月１日 

第２回 ５月１日 

第３回 ８月１日 

ただし、上記審査基準日が閉庁日の場合は、以降の直近の開庁日とする。 

なお、平成２９年度の第１回審査基準日は、４月３日（月）とする。 

 

３ 資格審査の申請期間及び申請方法 

申請期間は次のとおりとし、申請方法は書面持参とする。 

第１回 申請期間 ３月１日から４月３０日 

第２回 申請期間 ５月１日から７月３１日 

第３回 申請期間 ８月１日から１０月３１日 

ただし、上記の申請期間の初日が閉庁日の場合は、以降の直近の開庁日とし、申請期間の末日が閉

庁日の場合は直前の開庁日までとする。 

 

※ 期間外の受付は一切行わない 
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４ 認定時期 

上記３に定める申請期間内の申請に対し、下記の期日に認定を行う。 

第１回   ６月１日（申請期間申請受理分 ３月１日から４月３０日） 

第２回  ９月１日（申請期間申請受理分 ５月１日から７月３１日） 

第３回１２月１日（申請期間申請受理分 ８月１日から１０月３１日） 

ただし、上記認定期日が閉庁日の場合は、以降の直近の開庁日とする。 

 

５ 受付場所 

 申請者の主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所 

 

６ 資格等の有効期間 

直近の１２月１日から１月３１日を受付期間とする入札参加資格認定の有効期間と同じとする。 

 

７ 申請書類の配布先 

大分県庁ホームページ 

 

８ 提出書類・提出部数 

競争入札参加資格審査申請書類一覧に掲げる書類について正本１部、副本２部を提出する。 

 

９ その他注意事項 

（１）一度申請した資格審査書類について、申請者の申立てによる変更は認めないので、内容を十分確

認したうえで申請をすること。 

（２）競争入札参加資格の資格審査の申請をした者が、次の各号の一に該当するときは、資格の格付又

は認定を行わないことができるものとする。 

① 競争入札参加資格申請書若しくは添付書類又は資格審査用データ中の重要な事項について虚

偽の記載をし、又はそれらに重要な事実について記載をしなかったとき。 

② 経営規模等評価申請書、経営状況分析申請書及び総合評定値請求書又はその添付種類に虚偽の

記載をしてこれを提出し、結果の通知を受けたとき。 

③ 審査を行う過程又は審査の結果において、暴力団関係者である等競争入札参加者の資格を与え

る者として不適当であることが判明したとき。 

（３）競争入札参加者の資格を有する者が、次の各号の一に該当するときは、資格の取り消し又は等級

の格下げをすることができるものとする。 

① 建設業法第３条の規定による許可の効力を失ったとき。 

② 請負契約の履行について不誠実な行為をしたとき。 

③ 前２号の他、暴力団関係者である等競争入札参加者の資格を有する者として不適当であること

が判明したとき。 

（４）競争入札参加資格の決定に関しての問い合わせには一切応じない。 

（５）事業協同組合の特例扱いを希望する場合は、次の書類が必要である。 

① 特例扱いを希望する旨の申出書 

② 役員名簿及び組合員名簿（組合員のうち審査対象とする組合員５名以内を選択し、明示するこ

と。） 

③ 事業協同組合の建設業許可通知書の写 

④ 事業協同組合及び審査対象者（組合員のうち５名以内）の総合評定値通知書の写又は総合評定
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値請求書受付票の写 

  ⑤ 官公需適格組合証明書の写 

 

（６）格付結果等の公表について 

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に係る適正化指針により、次の事項を

公表する。 

① 競争入札に参加する者に必要な資格 

大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の

時期（昭和 39 年大分県告示第 481 号） 

大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の

時期の特例（平成 20 年大分県告示第 224 号） 

② 競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿 

ア 建設業者競争入札参加資格一覧表（県内業者） 

イ 建設業者競争入札参加資格一覧表（県外業者） 

ウ 建設コンサルタント競争入札参加資格一覧表 

エ 大分県経常建設共同企業体入札参加資格一覧表 

③ 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準 

ア 大分県が発注する工事請負契約に係る指名基準について（平成 5 年 12 月 17 日付監第 1491

号） 

イ 大分県が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する

指名停止等措置要領（昭和 60 年大分県告示第 267 号） 

④ 競争参加者の等級区分の基準及び基準の公表 

｢建設工事入札参加資格の決定に関する格付基準｣による。 

なお、公表の方法は、土木建築企画課建設業指導班・大分県情報センター・各振興局地区情報コー

ナー・各土木事務所及び大分県ホームページ                                                

 （https://www.pref.oita.jp/soshiki/17050/n-usatsusankashikaku.html）における閲覧とする。 

また、土木建築企画課建設業指導班・各土木事務所においては貸出も可能とする。 
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　「５」･･･５点（技術職員区分：１級）　　「４」･･･４点（技術職員区分：監理補佐）　　「３」･･･３点（技術職員区分：基幹技能者）　　「２」･･･２点（技術職員区分：２級）

　「１」･･･１点（技術職員区分：その他）　　「１※」･･･１点（実務経験３年）　　「１○」･･･１点（実務経験５年）　　「△」･･･審査基準日が令和3年7月1日以降の場合は技術職員として認められません

土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

01 - 02 03 04 05 - 06 07 08 09 10 11 - 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

００１ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

００２ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

００３ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

００４ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

１１１ 5 5 5 5 5

１１Ａ 5 5 5 5 5 5△

２１２ 2 2 2 2 2

２１Ｂ 2 2 2 2 2 2△

１１３ 5 5 １※ 5 5 5 １※ １※ 5 5 １※ 5 5 5 １※ １※ １※ 5 １※ 5

１１Ｃ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5△

２１４ 2 2 １○ 2 2 2 １○ １○ 2 2 １○ 2 2 １○ １○ １○ １○ 2 １○ 2

２１Ｄ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2△

２１５ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○

２１６ １○ 2 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

２１Ｅ 2 2 2△

１２０ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 １※ 5 5 １※ １※ １※ 5

１２Ａ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5△

２２１ 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2

２２２ 2 １○ 2 2 １○ １○ 2 2 2 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2

２２Ｂ 2 2 2 2 2 2 2 2△

２２３ 2 2 １○ １○ 2 2 2 １○ 2 2 2 2 2 １○ 2 2 １○ １○ １○ １○

１２７ 5 １※ １※

２２８ 2 １○ １○

１２９ 5 １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※

２３０ 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

１３１ ５

２３２ ２

１３３ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ 5 １※ １※ １※ １※

２３４ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2 １○ １○ １○ １○

土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

01 - 02 03 04 05 - 06 07 08 09 10 11 - 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

建設業の種類

法第７条第２号　イ　該当（指定学科卒業後3年又は5年の実務経験）

法第７条第２号　ロ　該当（１０年の実務経験）

法第15条第２号　ハ　該当（同号イと同等以上）【大臣認定者】

法第15条第２号　ハ　該当（同号ロと同等以上）【大臣認定者】

コード

建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

１級建設機械施工管理技士

１級建設機械施工管理技士（※附則第４条該当）

２級建設機械施工管理技士　（第１種～第６種）

２級建設機械施工管理技士　（第１種～第６種）（※附則第４条該当）

１級土木施工管理技士

仕 上 げ

２級土木施工管理技士
薬 液 注 入

薬液注入（附則第
４ 条 該 当 ）

１級土木施工管理技士（※附則第４条該当）

２級土木施工管理技士

種
別

土 木

土木（附則第４条
該 当 ）

２級土木施工管理技士 鋼構造物塗装

１級電気工事施工管理技士

２級電気工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士

１級建築施工管理技士

１級建築施工管理技士（附則第４条該当）

２級建築施工管理技士
種
別

建 築

躯 体

躯体（附則第４条
該 当 ）

２級管工事施工管理技士

１級電気通信工事施工管理技士

２級電気通信工事施工管理技士

１級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士

業種別技術職員コード表※入札参加資格では表の点数は考慮されません。
　　　　　　　　　　　　　 監理技術者補佐、技士補及び工事担任者について記載は不要。
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　「５」･･･５点（技術職員区分：１級）　　「４」･･･４点（技術職員区分：監理補佐）　　「３」･･･３点（技術職員区分：基幹技能者）　　「２」･･･２点（技術職員区分：２級）

　「１」･･･１点（技術職員区分：その他）　　「１※」･･･１点（実務経験３年）　　「１○」･･･１点（実務経験５年）　　「△」･･･審査基準日が令和3年7月1日以降の場合は技術職員として認められません

土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

01 - 02 03 04 05 - 06 07 08 09 10 11 - 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

建設業の種類

コード

業種別技術職員コード表※入札参加資格では表の点数は考慮されません。
　　　　　　　　　　　　　 監理技術者補佐、技士補及び工事担任者について記載は不要。

１３７ 5 5 5 5 5 5 5

２３８ 2 2 2 2 2

２３９ 2

１４１ 5 5 5 5 5 5 5 5 5

１４Ａ 5 5 5 5 5 5 5 5 5△

１４２ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

１４Ｂ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5△

１４３ 5 5 5 5

１４Ｃ 5 5 5 5 5△

１４４ 5 5

１４５ 5

１４６ 5 5

１４７ 5 5

１４８ 5 5 5

１４９ 5 5 5 5 5

１４Ｄ 5 5 5 5 5 5△

１５０ 5

１５１ 5 5 5 5 5

１５Ａ 5 5 5 5 5 5△

１５２ 5

１５３ 5 5

１５４ 5 5 5

１５５ 2

２５６ 1

電気事業法 ２５８ 1

電気通信事業法 ２５９ 1

水　道　法 ２６５ 1

土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

01 - 02 03 04 05 - 06 07 08 09 10 11 - 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 （機械 「流体工学」又は「熱工学」）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）（附則第４条該当）

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 （上下水道 「上水道及び工業用水道」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）

衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水質管理」）

建
築
士
法

１級建築士

２級建築士

木造建築士

電気主任技術者　（第１種～第３種） 【５年】

電気通信主任技術者 【５年】

建設 ・ 総合技術監理（建設）（附則第４条該当）

建設 ・ 総合技術監理（建設）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）（附則第４条該当）

森林 「林業」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業」）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「廃棄物管理」）

電気工事士法
第１種電気工事士

第２種電気工事士 【３年】

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）（附則第４条該当）

技
術
士
法

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）（附則第４条該当）

給水装置工事主任技術者 【１年】

※（附則第４条該当）　平成28年6月1日までに「とび・土工」の資格を取得している場合、経過措置期間中（令和3年6月30日まで）のみ解体工事の技術者とみなされるが、経
過措置終了後、解体工事の技術者でなくなる資格

※1　解体工事について、平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習（国交省登録）の受講が必要（この要件を満たさない
場合は附則第４条該当のコードを記載（経過措置該当の場合））

※2　解体工事について、当面の間、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習（国交省登録）の受講が必要（この要件を満たさない場合は附則第４条該当のコー
ドを記載（経過措置該当の場合））
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　「５」･･･５点（技術職員区分：１級）　　「４」･･･４点（技術職員区分：監理補佐）　　「３」･･･３点（技術職員区分：基幹技能者）　　「２」･･･２点（技術職員区分：２級）

　「１」･･･１点（技術職員区分：その他）　　「１※」･･･１点（実務経験３年）　　「１○」･･･１点（実務経験５年）　　「△」･･･審査基準日が令和3年7月1日以降の場合は技術職員として認められません

土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

01 - 02 03 04 05 - 06 07 08 09 10 11 - 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

建設業の種類

コード

業種別技術職員コード表※入札参加資格では表の点数は考慮されません。
　　　　　　　　　　　　　 監理技術者補佐、技士補及び工事担任者について記載は不要。

１６８ 2

１６９ 2

１７１ 2

２７１ 1

１６４ 2 2 2

２６４ 1 1 1

１６Ｂ 2 2 2 2△

２６Ｂ 1 1 1 1△

１７２ 2

２７２ 1

１５７ 2 2 2

２５７ 1 1 1

１７３ 2 2

２７３ 1 1

１７Ａ 2 2 2△

２７Ａ 1 1 1△

１６６ 2 2

２６６ 1 1

１６Ｃ 2 2 2△

２６Ｃ 1 1 1△

１７４ 2

２７４ 1

１７５ 2

２７５ 1

１７６ 2

２７６ 1

１７０ 2 2 2

２７０ 1 1 1

１７７ 2

２７７ 1

１７８ 2

２７８ 1

１７９ 2 2

２７９ 1 1

１８０ 2

２８０ 1

１８１ 2 2

２８１ 1 1

１８２ 2

２８２ 1

１８３ 2

２８３ 1

１８４ 2 2

２８４ 1 1

１８５ 2

２８５ 1

１８６ 2

２８６ 1

１８７ 2

２８７ 1

１８８ 2

２８８ 1

１８９ 2

２８９ 1

土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

01 - 02 03 04 05 - 06 07 08 09 10 11 - 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

消　防　法
甲種 消防設備士

乙種 消防設備士

型枠施工（２級）

型枠施工（１級）（附則第４条該当）

型枠施工（２級）（附則第４条該当）

左官（１級）

左官（２級）

とび・とび工（１級）

とび・とび工（２級）【※解体工事は資格取得後　解体工事の実務経験3年】

コンクリート圧送施工（１級）

コンクリート圧送施工（２級）

コンクリート圧送施工（１級）（附則第４条該当）

コンクリート圧送施工（２級）（附則第４条該当）

ウェルポイント施工（１級）

ウェルポイント施工（２級）

ウェルポイント施工（１級）（附則第４条該当）

ウェルポイント施工（２級）（附則第４条該当）

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管（１級）

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管（２級）

給排水衛生設備配管（１級）

給排水衛生設備配管（２級）

配管・配管工（１級）

配管・配管工（２級）

建築板金「ダクト板金作業」（１級）

建築板金「ダクト板金作業」（２級）

タイル張り・タイル張り工（１級）

タイル張り・タイル張り工（２級）

築炉・築炉工・ れんが積み（１級）

築炉・築炉工・ れんが積み（２級）

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（１級）

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（２級）

石工・石材施工・石積み（１級）

石工・石材施工・石積み（２級）

鉄工・製罐
せいかん

（１級）

鉄工・製罐
せいかん

（２級）

鉄筋組立て・鉄筋施工（１級）（注３）

鉄筋組立て・鉄筋施工（２級）（注３）

工場板金（１級）

工場板金（２級）

板金・建築板金・板金工（１級）（注４）

板金・建築板金・板金工（２級）（注４）

板金・板金工・打出し板金（１級）

板金・板金工・打出し板金（２級）

かわらぶき・スレート施工（１級）

かわらぶき・スレート施工（２級）

ガラス施工（１級）

ガラス施工（２級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（１級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（２級）

建築塗装・建築塗装工（１級）

建築塗装・建築塗装工（２級）

※職業能力開発促進法による技能検定のうち、検定職種を２級とするものについて、平成１５年度以前に合格した者については、必要な実務経験年数は１年とする。

職
業
能
力
開
発
促
進
法

建築大工（１級）

建築大工（２級）

型枠施工（１級）

※ 等級区分
が2級の場合
は、合格後3
年以上の実
務経験を要
する。
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　「５」･･･５点（技術職員区分：１級）　　「４」･･･４点（技術職員区分：監理補佐）　　「３」･･･３点（技術職員区分：基幹技能者）　　「２」･･･２点（技術職員区分：２級）

　「１」･･･１点（技術職員区分：その他）　　「１※」･･･１点（実務経験３年）　　「１○」･･･１点（実務経験５年）　　「△」･･･審査基準日が令和3年7月1日以降の場合は技術職員として認められません

土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

01 - 02 03 04 05 - 06 07 08 09 10 11 - 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

建設業の種類

コード

業種別技術職員コード表※入札参加資格では表の点数は考慮されません。
　　　　　　　　　　　　　 監理技術者補佐、技士補及び工事担任者について記載は不要。

１９０ 2

２９０ 1

１９１ 2

２９１ 1

１６７ 2

１９２ 2

２９２ 1

１９３ 2

２９３ 1

１９４ 2

２９４ 1

１９５ 2

２９５ 1

１９６ 2

２９６ 1

１９７ 2

２９７ 1

１９８ 2

２９８ 1

０６１ 1 1 1

０６Ａ 1 1 1 1△

０４０ 2 2

０６２ 1 1

０６３ 1 1

０６０ 2

０６４

７０３ ２ ２ ２ ２ 2 2 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ 2 2 2 2 ２ 2 2 ２

７０４ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

その他 ０９９ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

01 - 02 03 04 05 - 06 07 08 09 10 11 - 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

畳製作 ・ 畳工（１級）

畳製作 ・ 畳工（２級）
職
業
能
力
開
発
促
進
法

金属塗装・金属塗装工（１級）

金属塗装・金属塗装工（２級）

噴霧塗装（１級）

噴霧塗装（２級）

路面標示施工

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工（１級） 

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工（２級） 

熱絶縁施工（１級）

熱絶縁施工（２級）

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工（１級）

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工（２級）

【１年】

基礎ぐい工事

造園　（１級）

造園　（２級）

防水施工（１級）

防水施工（２級）

さく井（１級）

さく井（２級）

能力評価基準により評価が最上位に次ぐ区分に該当する者

能力評価基準により評価が最上位の区分に該当する者

建設業法施行規則第７条の３の第１号、第２号（上記コード１１～９８
に該当するものを除く）及び第４号該当

建築設備士 【１年】

計装 【１年】

解体工事

（注４）　板金・板金工：屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和４８年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、

　　　　　　　　　　　　選択科目を「建築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。

（注５）　木工：昭和４８年改正政令による改正後の木工とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。

※3　修了証記載の建設業の種類のうち、「土木工事業」・「建築工事業」については主任技術者の要件としては認められませんので、ご注意ください。

（注２）　鉄工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限られるものにあっては、

　　　　　　　　選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。

（注３）　鉄筋施工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」とするものの双
方に合格し
                               た者に限られます。

地すべり防止工事 【１年】

地すべり防止工事（附則第４条該当）

※職業能力開発促進法による技能検定については、下記に注意ください。

（注１）　配管：職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和４８年政令第９８号。以下「昭和４８年改正政令」といいます。）による改正後の配管とするものにあっては、

　　　　　　　　選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。

基幹技能者 登録基幹技能者講習修了証記載の業種について、２業種以内に限り３点づつ配点　※3

※ 等級区分
が2級の場合
は、合格後3
年以上の実
務経験を要
する。
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事　務　所　名　等 郵 便 番 号 所　　　　在　　　　地 電 話 番 号

　豊後高田市是永町３９

（豊後高田総合庁舎内）

　国東市国東町安国寺７８６－１

（国東総合庁舎内）

　臼杵市大字臼杵字洲崎７２－２５４

（臼杵総合庁舎内）

　佐伯市長島町１－２－１

（佐伯総合庁舎内）

　豊後大野市三重町市場１１２３

（豊後大野総合庁舎内）

　竹田市大字竹田字山手１５０１－２

（竹田総合庁舎内）

　玖珠郡玖珠町大字塚脇１３７－１

（玖珠総合庁舎内）

　日田市城町１－１－１０

（日田総合庁舎内）

　中津市中央町１－５－１６

（中津総合庁舎内）

　宇佐市大字法鏡寺２３５－１

（宇佐総合庁舎内）

　大分市大手町３－１－１

（県庁新館７階）

日田土木事務所

（総務課総務班）

中津土木事務所

（総務課工事経理班）

申請等に関する問い合わせ先

豊後高田土木事務所

（総務課総務班）

国東土木事務所

（総務課総務班）

別府土木事務所

（総務課工事経理班）

大分土木事務所

（総務課工事経理班）

臼杵土木事務所

（総務課総務班）

０９７８－２２－２２８５

０９７８－７２－１３２１

０９７７－６７－０２１１

０９７－５５８－２１４１

　別府市大字鶴見字下田井１４－１

　大分市向原西１－４－２

８７１－００２４

０９７２－６３－４１３６

宇佐土木事務所

（総務課総務班）

公共工事入札管理室

入札管理班

８７９－０６２１

８７３－０５０４

８７４－０８４０

８７０－０９０５

８７５－００４１

８７６－０８１３

８７９－７１３１

８７８－００１３

佐伯土木事務所

（総務課総務班）

豊後大野土木事務所

（総務課総務班）

竹田土木事務所

（総務課総務班）

玖珠土木事務所

（総務課総務班）
８７９－４４１３

８７７－０００４

８７９－０４５４

８７０－８５０１

０９７９－２２－２１１０

０９７８－３２－１３００

０９７－５０６－４５２７

０９７２－２２－３１７１

０９７４－２２－１０５６

０９７４－６３－２１０８

０９７３－７２－１１５２

０９７３－２３－２１４１

-53-



「部落差別の解消の推進に関する法律」  

 をご存知ですか？  

～ 部落差別は許されないものであるという認識のもと、  

一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。 ～  

  部落差別とは  

     日本には、特定の地域出身であることや、そこに住んでいることを理由に結婚に反対され  

   たり、就職などの日常生活で差別を受けたり、インターネット上に心ない誹謗中傷が書き  

   込まれるなどの差別を受けている人がいます。  

   これが部落差別であり、これを原因とする社会問題を部落差別（同和）問題といいます。  
 

  部落差別のない社会の実現に向けて  

   部落差別（同和）問題の解決に向けては、これまでの⾧年の取組によって生活環境や  

   産業基盤の整備などの面で格差の解消が進み、また、社会の様々な分野で人権尊重意識  

   の醸成も進められてきました。しかし、いまだに、結婚・就職差別や差別発言、インター  

   ネット上での差別的情報の流布が発生するなど解決にいたっていません。  

   このような中、部落差別は許されないものであるとの認識のもと「部落差別の解消の推進  

  に関する法律」が平成２８年１２月１６日に施行されました。  

 

   「部落差別の解消の推進に関する法律」（平成２８年法律第１０９号）  
  （目的）  
  第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って  
   部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の 
     享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの  
     認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、 
     基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体  
   制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別の 
     ない社会を実現することを目的とする。  

                    （法律の全文は大分県人権尊重・部落差別解消推進課サイトをご覧ください）  

 
     大分県生活環境部  
     人権尊重・部落差別解消推進課     

     ☎(097)506-3172 
  
     大分県教育庁  
     人権教育・部落差別解消推進課  
        ☎(097)506-5554 
 
   大分県人権教育・啓発推進協議会  
 (事務局  県人権尊重・部落差別解消推進課内) 

       ☎(097)506-3177                  
                                       

みんなの人権 １１０番     ℡   ０５７０－００３－１１０ 
人権相談ダイヤル  

子どもの人権 １１０番      ℡   ０１２０－００７－１１０ 



 
           

           差別の解消を目的とした  

        ３つの法律が施行されています。  

           

            ・障害者差別解消法（平成２８年４月１日施行）  

            ・ヘイトスピーチ解消法（平成２８年６月３日施行）  

            ・部落差別解消推進法（平成２８年１２月１６日施行）  
 
 
                  

         事業者による障がいのある人への「合理的配慮」の  

提供が義務化されました（改正障害者差別解消法 令和 6 年 4 月 1 日施行）  

           

                障害者差別解消法（「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」）では、 

             障がいがある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮」及び「環  

      境の整備」を行うこととしています。  
           

              （「不当な差別的取扱い」の具体例）  

             ・対応の順序を後回しにする。  

            ・本人を無視して、介助者や付添人だけに話しかける。  

            

              （「合理的配慮」の具体例・・・国や地方公共団体は義務、事業者は努力義務）  

            ・障がいのある人の障がい特性に応じて、座席を決める。  

            ・筆談、読上げ、手話など障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を  

              用いる。  

               ・意思疎通のため、絵や写真カード、ＩＣＴ機器（タブレット端末）等を  

                     活用する。  
 
 
 

                              ヘイトスピーチ、許さない！  

                                                    

        ヘイトスピーチ解消法（「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた  

     取組の推進に関する法律」）が施行されています。  
           

        ヘイトスピーチ（増悪表現）とは  

        近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する言動（ヘイトスピーチ）に社会的関心が  

     集まっています。ヘイトスピーチは、主に街頭デモやインターネット上で行われ、  

      被害者の心を傷つけるだけでなく、外国人への偏見や差別意識に  

      つながりかねません。  

        これらの行動は、いかなる場合においても正当化することが  

     できない人権侵害です。在留外国人も日本社会を構成する重要な  

     一員ですから、ヘイトスピーチは根絶しなければならない問題です。  


